
 

児 童 福 祉 
 

児童福祉法に基づいて、18 歳未満の児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握に努め、必要な

情報の提供を行うとともに、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導等を行います。 

 
（1）家庭児童相談室設置事業 

家庭における適正な児童養育、その他家庭における児童福祉の向上を図るため家庭相談員を配

置し、その相談業務を行います。 

家庭児童相談室とは、0 歳から 18 歳未満の児童について日頃悩んでいる育児の問題や教育に

関する問題、その他児童のあらゆる事柄について気軽に相談できるところです。 

子どもたちを心も体も丈夫に育てるために、専門的な技術と豊かな知識・経験を持った家庭相談

員が問題解決に努めています。 

 

①新規相談受付状況（種類別）                                                   （人） 
 養護相談 

保健 障害 非行 育成 その他 計 
区 分 

児童

虐待 
その他 

令和 3 年度 66 149 3 4 9 54 179 464 

令和 4 年度 41 206 1 3 10 42 156 459 

令和 5 年度 37 238 2 3 7 26 108 421 

 
②新規相談受付状況（経路別）                                            （人）  

項     目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児 童 相 談 所 ・ 県 104 79 56 

市 町 村 117 124 123 

保 育 所 ・ 児 童 福 祉 施 設 23 14 26 

医 療 機 関 5 2 7 

警 察 35 55 63 

保 健 所 0 0 6 

幼 稚 園 1 9 1 

学 校 55 51 58 

教 育 委 員 会 等 11 9 7 

児 童 委 員 2 0 0 

家 族 ・ 親 族 71 60 58 

近 隣 ・ 知 人 9 7 5 

児 童 本 人 3 0 0 

そ の 他 28 49 11 

合          計 464 459 421 



 

③令和５年度児童虐待相談の内訳（実件数）        

 

 

（２）児童虐待防止事業（要保護児童対策地域協議会） 
うるま市要保護児童対策地域協議会は、児童の福祉に関連する関係機関で構成され、児童福祉

法第２５条の２第２項の規定に基づき、平成１９年度に設置されました。 

児童虐待の早期発見と防止に関する広報、啓発活動の推進を図るとともに、児童虐待に関する情

報の交換や支援に関する協議を行います。 

 

① 要保護児童対策地域協議会個別ケース会議 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

会議回数 ２７９回 ２７６回 283 回 

 

 

（３）子育て不安家庭等支援事業 
子育て不安や児童虐待問題など、子育てについての悩みを一緒に考えます。また、家庭・地域の子

育て力を高める為の講座等、多様な子育て支援業務を実施しています。 

 

①児童虐待防止ワークショップ 

関係機関等を対象として、虐待防止啓発を図るワークショップを開催。 

 

②子育て応援カード「Welcome 赤ちゃん」の配布 

  地域の子育て相談窓口の連絡先を記載したパンフレットを出生届時に配布しています。 

 

③子ども SOS 相談メール 

子ども本人や子育て中の親などからの悩みについて、相談しやすいシステムの確立を目的とし

て「子ども SOS 相談メール」で相談を受けています。  

 

 

（４）助産施設入所措置事業 
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を

入院させ、安心して出産ができるよう支援をします。 
 

助産施設措置状況 

年 度 

項 目 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

措 置 件 数 19 20 30 

 

年度 
児童虐待相談件数 

身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 心理的虐待 計 

令和 5 年度 12 2 3 20 37 



 

（５）児童手当 （こども手当） 
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもと、平成 22 年度に「子ども

手当」が創設され、平成 24 年度より児童手当となり支給されました。 

 
児童手当 

（令和 4 年 6 月から） 

児童手当（予定） 

（令和 6 年 10 月から） 

趣旨 

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与

するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています 

対象 

児童 

0 歳から中学校修了（15 歳になった後の最

初の 3 月 31 日）までの子ども 

0 歳から高校修了（18 歳になった後の最初

の 3 月 31 日）までの子ども 

受給 

資格 

子を監護し、生計を同一にする父母等のうち、生計を維持する程度の高い方（一般的には所

得の高い方）が受給者となります。 （公務員は勤務先で申請） 

所得 

制限 
あり なし 

手当額 

*3 歳未満の児童 

一律 15,000 円（月額） 

*3 歳以上の児童 

第 1 子:10,000 円（月額）  

第 2 子: 10,000 円（月額） 

*第 3 子以降 

 15,000 円（月額） 

*中学生一律 

 10,000 円（月額） 

 

ただし、所得限度額超過の場合 

児童一人につき 

一律 5,000 円（月額） 

 

所得上限額超過の場合 

手当支給なし 

*3 歳未満の児童 

第 1 子：15,000 円（月額） 

第 2 子：15,000 円（月額） 

第 3 子以降 

30,000 円（月額） 

 

*3 歳以上から高校生までの児童 

第 1 子:10,000 円（月額） 

第 2 子:10,000 円（月額） 

第 3 子以降 

 30,000 円（月額） 

 

 

支払月 
2 月、6 月、10 月に、それぞれの前月分まで

が支給されます 

偶数月に、それぞれの前月分までが支給され

ます 

 

 
＜児童手当受給者数等＞                                              （単位：千円） 

年 度 受 給 者 数 算定基礎延べ児童数 総 支 給 額 

令和 3 年度 10,584 人 234,348 人 2,703,995 

令和 4 年度 10,476 人 233,079 人 2,619,300 

令和 5 年度 10,421 人 230,124 人 2,657,515 

 



 

（６）こども医療費助成事業 

＜目 的＞ 

こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し保健

の向上と健全な発育に寄与することを目的としています。 

 

＜助成の対象となる者＞ 

（1）健康保険に加入していること。 

（2）本市に住民登録を有していること。 

（3）生活保護法による保護をうけていないこと。 

（4）他の条例等に基づく医療費の助成を受けていないこと。 

 

＜対象者の範囲＞ 

通 院：中学校卒業（15 歳の誕生日前日以後最初の 3 月 31 日）まで 

入 院：中学校卒業（15 歳の誕生日前日以後最初の 3 月 31 日）まで 

※令和４年２月診療分から中学校卒業までを対象に通院及び入院について現物給付方式による

窓口無料化を実施 

 
＜支給者数及び支給総額＞                                                （単位：千円） 

年 度 
延べ支給件数 

（内入院件数） 

支給総額 

（内入院支給額） 

令和 3 年度 182,776（1,150） 295,052（42,770） 

令和 4 年度 254,490（1,250） 462,696（46,345） 

令和 5 年度 280,196（1,443） 520,909（56,327） 

※平成２５年１１月より自動償還払方式を導入  

※平成２９年４月から通院対象児を中学校卒業まで対象年齢を拡充 

※令和４年２月診療分から現物給付対象児を中学校卒業まで対象年齢を拡充 

 

 

（７）養育支援訪問事業 
子育てに対する不安や様々な要因で一般の子育て支援サービスを利用することが難しい家庭を

訪問し、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を目的としています。 

 

養育支援訪問件数 （延べ支援件数） 

項 目 育児・家事援助 専門的相談支援 

令和３年度 389 件 214 件 

令和４年度 613 件 500 件 

令和５年度 467 件 492 件 

 

 

 



 

母 子 福 祉 
 

母子及び寡婦福祉法に基づいて、母子及び寡婦家庭の生活全般にわたる相談及び母子・寡婦福

祉資金の貸付相談等を行います。 

また、児童扶養手当法に基づき、ひとり親世帯等へ児童扶養手当等を支給し、ひとり親世帯等の

生活の安定と自立の促進、児童の福祉の向上を図ります。 

 

（1）母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 
母子家庭、父子家庭及び寡婦家庭の経済的自立及び生活の安定を図ることを目的として、同貸

付制度があり、事業開始資金をはじめ１２種類の貸付金を無利子あるいは低利子で貸し付けていま

す。 

貸付を受けたい者は、居住する市にて申し込みを行い、中部福祉事務所の審査等を経て貸付の可

否が決定されます。 

 

令和 5 年度 母子・父子・寡婦福祉資金貸付                 令和６年３月末現在（単位：千円） 

 資  金  種  別 相談件数 決定件数 金 額 

1 事 業 開 始 資 金 3 0 0 

2 事 業 継 続 資 金 4 0 0 

3 修   学   資   金 41 6 10,542 

4 技 能 習 得 資 金 2 0 0 

5 修   業   資   金 0 0 0 

6 就 職 支 度 資 金 0 0 0 

7 医 療 介 護 資 金 1 0 0 

8 生   活   資   金 19 0 0 

9 住   宅   資   金 0 0 0 

10 転   宅   資   金 17 1 197 

11 就 学 支 度 資 金 37 4 559 

12 結   婚   資   金 0 0 0 

 合    計 124 11 11,298 

 

 

（2）母子及び父子家庭等医療費助成事業 
母子及び父子家庭等及び養育者世帯の子に対し、受けた医療費の本人負担金の一部について

助成することにより、生活の安定と自立を支援し、保健福祉の向上を図るための事業である。 

   

＜支給対象者数及び支給総額＞ 

区   分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

支給対象者数（人） 4,157 3,640 3,430 

支給額（千円） 63,229 47,630 48,329 

 

 



 

（3）児童扶養手当 
父母の離婚等により、ひとり親となった児童の母親や父親、又は両親に代わって児童を養育してい

る方、または両親のいずれかが身体等に障害がある児童の母親や父親に対し、児童の福祉増進を

図ることを目的として支給されます。（所得制限があります。） 
 

＜令和 5 年度受給者状況＞                                         （令和６年３月末現在） 

事由別 離 婚 死 別 障 害 遺 棄 未 婚 保護命令 その他 計 

受給者数 1,785 16 29 4 266 1 131 2,232 

 
＜手当の額＞ 

区 分 令和 5 年度 

全部支給 月額 44,140 円 

一部支給 月額 44,130 円 ～ 10,410 円 

＊上記は対象児童が１人の場合の手当額です。児童が２人の場合は上記金額に 10,420 円～

5,210 円加算、３人以降はさらに 6,250 円～3,130 円ずつ加算されます。 

＊一部支給額は所得額に応じて決定されます。（養育費の 8 割を加算） 

 

＜受給者数及び支給総額＞ 

区 分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

受 給 者 数 （ 延 人 数 ） 28,248 27,884 26,863 

支 給 額 （ 千 円 ） 1,264,028 1,229,862 1,219,706 

 

 

（4）特別児童扶養手当 
身体や精神に中程度以上の障害がある 20 歳未満の児童を監護する父母もしくは養育者に対し、

児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。 

 

＊手当の額（令和 5 年 4 月現在） 

1 級該当の児童１人につき 53,700 円（月額） 

2 級該当の児童１人につき 35,760 円（月額） 

 

＜障害児童数＞                                                    令和 6 年 3 月末現在 

 
外部 

障害 

内部 

障害 

知的障害

のみ 

精神 

障害 

知的障害 

及び 

精神障害 

その他 

重複障害 
合計 

１級 23 8 80 9 33 16 169 

２級 19 32 138 592 334 0 1,115 

計 42 40 218 601 367 16 1,284 



 

（5）母子家庭等自立支援事業 

 
①母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練
給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、終了した場合、経費の 60％（１万２千
円以上で２０万円を上限）が支給されます。 
 
＊対象となる方 

市内に居住する 20 歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべ
ての要件を満たす方 

・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方 
・受講日開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方 
・給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断し
て、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 

・原則として、過去に本制度を利用していない方 
＊対象講座 

・雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座 
・就業に結びつく可能性の高い講座であり、国が別に定める講座 

＊支給額 
・対象講座（１講座に限る）に要した受講料の１００分の６０に相当する額（ただし、当該額が２０万
円を超える場合は、２０万円とし、１万２千円を超えない場合は給付金の支給はされません。） 

 
＜支給件数及び支給総額＞ 

区   分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

自立支援教育訓練給付金（支給件数） 1 2 3 

支給額（円） 47,401 229,426 163,882 

 
  
②高等職業訓練促進給付金事業 

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1 年以上養成機
関等で修業する場合に、「高等職業訓練促進給付金」を支給することで、生活の負担の軽減を図り、
資格取得を容易にすることを目的とする。 
 
＊対象となる方 

市内に居住する 20 歳未満の子どもを養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のす
べての要件を満たす方 

・児童扶養手当を受けているか、または同様の所得水準にある方 
・対象資格に掲げる資格を取得するために養成機関において 1 年以上のカリキュラムを修業し、対
象資格の取得が見込まれる方 

  ・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方 
・原則として、過去に本制度を利用していない方 

＊対象資格 
・看護師（准看護師）、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、歯科衛生士 

  ・その他上記に準じて市長が定める資格 
＊支給額      

・対象者及び対象者と同一世帯の方の市町村民税が非課税世帯の場合、月額 100,000 円。 
課税世帯の場合、月額 70,500 円が支給されます。 

・また、受給対象者の養成機関における課程の修了までの期間の最後の１２月については、上記の
額へ 40,000 円加算し支給されます。 



 

＜支給件数及び支給総額＞ 

区   分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

高等職業訓練促進給付金 （支給実件数） 15 22 18 

高等職業訓練修了支援給付金（支給件数） 3 6 4 

支給額（円） 15,778,500 26,193,000 23,589,000 

 
 

③母子・父子自立支援プログラム策定事業 
母子家庭の母又は父子家庭の父の自立を促進するため、母子・父子自立支援員が個々に面接を

実施し、生活の状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々に応じた
支援メニューを組み合わせたプログラムを策定し、支援を行う事業です。 
＊対象となる方 

市内に居住する 20 歳未満の子どもを養育している母子家庭の母又は父子家庭の父 
 

区 分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

策定件数 50 34 25 

 
 

（6）母子家庭等日常生活支援事業 

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方が、修学や病気等で、日常生活を営む上で一時的に支
障が生じた場合に、家庭生活支援員を派遣し、生活援助や保育サービスを提供する事業です。 
 
＊派遣対象家庭 

母子家庭、父子家庭、寡婦世帯であって、技能習得のための通学・就学活動・疾病・看護・冠婚葬
祭・学校等への公式行事への参加等で、日常生活を営む上で一時的に支障が生じている家庭を対
象にします。 
＊自己負担 

所得により、生活援助で１時間当たり 0～300 円、保育サービスで１時間当たり 0～150 円の自
己負担があります。 

 

区 分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

登録者数 63 63 49 

 
 

（7）女性福祉相談等事業 
家庭、経済、夫婦関係、離婚、家庭内暴力、ドメスティック・バイオレンス（DV）などの女性に関する

各種相談に応じ、問題解決のお手伝いをするため、女性相談員を配置しました。 

 

①相談受付状況   

 来所相談 出張相談 電話相談 その他 合計 

実人数 実人数 実人数 実人数 実人数 

令和 3 年度 98 7 149 74 328 

令和 4 年度 129 5 108 59 301 

令和 5 年度 166 3 87 36 292 

年度 

区分 



 

②来所相談者の主訴別状況                                                 （人） 

項   

目 

 

人   間   関   係 

夫   等 子 ど も 親   族 交際相手             そ
の
他
の
者
か
ら
の
暴
力 

男

女

問

題 

ス

ト

ー

カ

ー

被

害 

家

庭

不

和 

 
そ

 

の

 

他 

夫
等
か
ら
の
暴
力 

酒
乱
・
薬
物
中
毒 

離

婚

問

題 

そ

の

他 

子
ど
も
か
ら
の
暴
力 

養

育

困

難 

そ

の

他 

親

の

暴

力 

そ
の
他
の
親
族
か
ら
の

暴
力 

そ

の

他 

 

交
際
相
手
か
ら
の
暴
力

同
性
の
交
際
相
手
か
ら

の
暴
力 

そ

の

他 
R3 21 0 44 16 0 0 5 4 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 

R4 18 0 69 12 1 0 4 1 2 7 2 0 1 0 3 0 0 1 

R5 31 0 75 11 0 0 6 4 3 11 0 0 3 4 4 2 0 2 

 

経 済 関 係 医 療 関 係 住

居

問

題 
帰

住

先

な

し 

不

純

異

性

交

遊 

売

春

強

要 

ヒ
モ
・
暴
力
団
関
係
者 

５

条

違

反 

人

身

取

引 

合

計 

生

活

困

窮 

借
金
・
サ
ラ
金 

求

職 

そ

の

他 

病

気 

精

神

的

問

題 

妊

娠

・
出

産 

そ

の

他 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 98 

3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 129 

2 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 166 

 

 

（8）ひとり親家庭生活支援事業「うるはし」 
さまざまな課題を抱えているひとり親家庭（児童扶養手当受給者）に対して住宅支援を行うととも

に、コーディネーターによる生活支援や就労支援など自立に向けた総合支援を行います。（平成２５

年１１月事業開始） 

 

<ひとり親家庭生活支援事業利用者> 

区  分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

継 続 支 援 世 帯 数 5 世帯 14 名 3 世帯 6 名 3 世帯 7 名 

新 規 決 定 世 帯 数 3 世帯 6 名 6 世帯 16 名 4 世帯 18 名 

支 援 終 了 世 帯 数 5 世帯 14 名 3 世帯 6 名 3 世帯 9 名 

年 度 末 支 援 世 帯 数 4 世帯 9 名 6 世帯 16 名 7 世帯 25 名 

 


